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経理的基礎について

１．審査事項
審 査 事 項 適 合 性 原子炉設置変更許可申請書等

原子炉等規制法第
43条の3の6第1項
第2号（経理的基礎
に係る部分に限る）
について

その者に発電用
原子炉を設置する
ために必要な経理
的基礎があること。

(イ)今回の原子炉施設の変更に係る
・特定重大事故等対処施設及び所
内常設直流電源設備（３系統目）の
設置工事に要する資金は，合計約
610億円である。
・重大事故等対処施設他の設置工
事に要する資金は，東海第二発電
所発電用原子炉設置変更許可申請
書（発電用原子炉施設の変更）（平
成30年9月26日付け原規規発第
1809264号をもって設置変更許可）
の添付書類三に記載される資金に
含まれる。なお，同資金の総額に変
更はない。

(ロ)工事資金については，自己資金
及び借入金により安定的に確保して
おり，今後も自己資金及び借入金に
より工事資金を安定的に確保してい
く。

○添付書類三
1．変更の工事に要する資金の額

本変更に係る特定重大事故等対
処施設及び所内常設直流電源設
備（３系統目）の設置工事に要する
資金は，合計約610億円である。
本変更に係る重大事故等対処施

設他の設置工事に要する資金は，
東海第二発電所発電用原子炉設
置変更許可申請書（発電用原子炉
施設の変更）（平成30年9月26日付
け原規規発第1809264号をもって設
置変更許可）の添付書類三に記載
される資金に含まれる。なお，同資
金の総額に変更はない。

2. 変更の工事に要する資金の調達
計画
自己資金及び借入金により工事資
金を安定的に確保していく。
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• 過去10年間（平成22年度から平成31年度まで）の総工事資金合計は3,124億円（燃料代金を含む。

工事費のみでは2,383億円）であり，今回の変更の工事資金約610億円を上回る総工事資金を自己

資金，借入金及び社債により確保している。

• 今回の変更の工事に要する資金についても，自己資金及び借入金により安定的に確保していく。

２．資金調達実績及び計画



資金確保の目途

１．東北電力株式会社殿及び東京電力ホールディングス株式会社
殿（以下「２社」という。）への依頼

新規制基準に対応する工事資金確保の目途を確実に立てるた
め，２社に「東海第二発電所 新規制基準対応工事 資金調達に
係る資金支援について」依頼文書（P.５，６)を発信。

新規制基準に対応するためには，重大事故等対処設備他設置
工事，特定重大事故等対処施設及び所内常設直流電源設備（３系
統目）の設置工事が必要であることは，２社及び当社の３者とも認
識。
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資金確保の目途

２．２社からの回答

２社から受領した回答文書（P.７，８）では，「今後当社から十分な
説明及び情報の提示」がなされることを前提に，「資金支援を行う意
向」があることを表明いただいており，今回変更の特定重大事故等
対処施設及び所内常設直流電源設備（３系統目）の設置工事に要
する資金を確保できる目途が立っているものと考えている。

なお,当社は２社に，「資金支援を行う意向」の前提とされた「今後
当社から十分な説明及び情報の提示」として，２社の意向表明後，
重大事故等対処設備他設置工事に要する資金約1，740億円と，特
定重大事故等対処施設及び所内常設直流電源設備（３系統目）に
要する資金約610億円を含む，東海第二発電所に係る令和20年度
までの費用について，説明及び情報の提示を行っている。

4












